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【教育相談の充実 ～予防的な対応～】 

 

 

 

 

 生徒や保護者の相談に、担任とともにスクール

カウンセラー（以下 SC）やスクールソーシャル

ワーカー（以下 SSW）、教育相談部員等が対応す

る体制づくりを行っています。 
 

 生徒と担任との面談については、年２回の面接

週間を設け、その期間を短縮授業として時間を確

保しています。対応の必要があるケースについて

は、担任が学年会や特別支援教育コーディネータ

ー等へ連絡・相談し、支援する体制づくりを行い

ます。 
 

SCや SSW への相談については、生徒・保護者

向けの文書、教職員向けの文書を作成し周知を図

っています。生徒・保護者向けの文書には、SC

や SSW の紹介とともに、相談申し込みの窓口等

を載せています。教職員向け文書には、相談前や

相談後の対応等についてまとめています。 

相談にあたっては、教育相談部が日程等を調整

し、「予約簿」や「相談予約連絡票」で確認できる

ようにしています。相談が授業中となる場合には、

公欠としています。 

SCや SSW への相談は、本人からの申し込みを

待つだけではなく、生徒の様子に応じて、担任や

教育相談部、養護教諭が面談を勧め、相談につな

げる取り組みを行っています。 

相談後には、SCや SSWからのコンサルテーシ

ョン（アドバイス）とともにケース会議を実施し、

担任、教育相談部、養護教諭が参加しています。

また、ケースに応じて部活動顧問や進路指導部等

が参加することもあります。 

教育相談を充実させることにより、問題等が大

きくなる前に対応することができます。また、必

要に応じて相談の内容等を関係者で共有すること

で、よりよい指導や支援を行うことができます。

早期対応を進めるには、教職員が生徒の変化に気

づき、声を掛けることが大切です。 

１ ここがポイント！ 

２ 年間スケジュール（一部です） 

月 特別支援委員会 

4 月 

 

 

 

5 月 

 

 

 

 

6 月 

7 月 

 

８月 

９月 

 

10月 

11月 

12月 

1 月 

 

2 月 

3 月 

○校内特別支援打ち合わせ 

〇教育相談部会① 

〇第 1 回教育相談部校内研修会 

 ＊1 学年担任対象 

〇心理検査（Q-U）① 

＊対象：1 学年 

〇第 1 回面接旬間（10日間） 

〇教育相談部会② 

〇SSW との情報交換会 

〇生徒に関する情報共有会 

〇心理検査（Q-U）② 

＊対象：2 学年 

〇第 2 回面接旬間（10日間） 

〇教育相談部会③ 

〇第 2 回教育相談部校内研修会 

 

 

〇教育相談部会④ 

〇心理検査（Q-U）③ 

＊対象：1 学年 

〇教育相談部会⑤ 

 

３ 特に工夫していた点 

 ポイント① 生徒や保護者が抱え

ている問題や悩みなどに早期に対

応する体制を整えています。 

○ 教職員、SC、SSW、関係機関の 

「連携」を進めています 

 

○ 生徒の支援も各取り組みも「継続」

を大切にしています 

 

○ 「早期の対応」に取り組んで 

 います 

 

F 高等学校の取り組み 

～全教職員で生徒を支える取り組み～ 
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【中学校との連携】 

 

 

 
 

 生徒理解を深めよりよい対応ができるように、

中学校と情報を共有する取り組みを行っています。 
 
新入生を迎える準備としては、中学校から生徒

の様子など高校での指導や支援に必要と思われる

情報を「中・高連携シート」等で集めています。

「中・高連携シート」は、中学校との連携のため

に独自に作成した文書です。中学校へは、合格発

表後に記入を依頼します。依頼にあたっ 

ては、事前に学校 

長から中学校に協 

力を依頼する連絡 

をしています。ま 

た、電話で中学校 

と情報交換を行う 

場合もあります。 
 
 入学後には、必 

要に応じて中学校 

と情報交換を行い 

ます。担任等から対応の検討が必要とあがったケ

ースについて、教育相談部が中心となり中学校と

の情報交換を進めています。 
 
 中学校からの情報は学級ごとにまとめ、第 1 回

教育相談部校内研修会や生徒に関する情報共有会

などで共通理解を図ります。 
 
【校内での情報共有と個人情報の取扱いについ

てのルールづくり】 

 

 

 

 

 相談や中学校との連携、学年会等からあげられ

た情報について、校長、教頭、担任、教育相談部、

養護教諭等で共有し、適切な指導や必要な支援が

行えるようにしています。 
 
記録等を回覧する際には、中身が見えないよう

ファイルに入れるとともに、確認した担当者が印

を押すようにしています。記録等は、回覧できる

準備を素早く整え、すぐに情報を共有できるよう

にしています。管理職と必要な情報をリアルタイ

ムで共有できることは、担任にとっても心強く、

励みとなっています。 
 
また、情報を共有するとともに大切にしている

ことは、記録等の管理です。記録等は学年ごとの

ファイルに綴るとともに、鍵がかかる所定の場所

に保管します。個人情報の扱いに十分に留意しな

がら共通理解を進めています。 

記録等の管理により、新年度に担任等が変わっ

た際の引き継ぎもスムーズに行うことができます。 
 
再度面談が必要な場合には、相談を受けた者が

聞くようにしています。生徒と相談を受けた者の

信頼関係を壊さず、生徒が安心して話せるように

するため、情報の扱いについての共通理解も図っ

ています。 
 
【関係者や関係機関との連携】   
 

 

 
 
生徒の支援に関係する機関は様々です。必要に

応じて関係者や関係機関とともに行うべき支援を

検討、役割分担をしながら対応しています。その

ためには、日頃からの情報交換や関係づくりも大

切と考えます。 

 

 

 

 
 

１ 「気になる生徒への声掛け」  
   ～要支援生徒の早期発見～    

問題が大きくなる前に、早期に対応すること

を大切にしています。生徒の様子について先生

方と情報交換をするとともに、気になる生徒に

は、教室や廊下で声を掛け、話をしています。

また、生徒の居場所づくりとして、準備室等で

一緒に話したり、昼食をとったりできるように

しています。 

２ 「情報の共有と共通理解 」 
特別支援教育コーディネーターは、生徒と先

生、関係者や関係機関をつなぐ「パイプ役」で

あると考えています。情報の共有と共通理解を

進めることが、よりよい対応につながります。

そのためのシステムづくりに取り組んでいます。 
３ 「教職員との関係づくり 」 

 生徒を支えるベースは先生方です。先生方と

の日々の会話を大切にし「みんなを巻き込む」

「みんなでやる」関係づくりをしています。 

 

ポイント④ 関係者や関係機関と

のつながりを大切にしています。 

ポイント② 中学校との連携を進

め必要な情報を得ることで、よりよ

い対応が行えるようにしています。 

 

４ 特別支援教育コーディネーターとし

て、大切にしている３つのこと 

 ポイント③ 必要な情報を校内で

共有するとともに、情報の扱いにつ

いての共通理解を図っています。 

 


